
司法書士・宅地建物取引士などの専門家、
市の担当者が空き家に関する相談をお受けします。
※オンライン相談可

日時 令和８年４月３０日（木）・５月１日（金）
  ９時～１２時、１３時～１６時４０分

会場 大野市役所 １階 市民ホール

相談 ・空き家の利活用

内容 ・空き家の相続や契約

  ・空き家情報バンク制度の利用や登録
  ・住宅のリフォーム、耐震診断、住宅診断
  ・市の助成制度

申込方法

・下記のＱＲコードより、専用サイトから申し込み

・裏面の申込用紙に記入して、FAX・郵送で申し込み

・裏面の項目を本文に記入して、メールで申し込み

・防災防犯課窓口・電話で申し込み

※時間枠には限りがあるため、ご希望に添えない場合があります。

〒912-8666 大野市天神町１－１
大野市 地域づくり部防災防犯課
（大野市役所 ２階 ２６番窓口）
電話 0779-64-4800
FAX 0779-66-7708
E-mail bosai@city.fukui-ono.lg.jp

次の一歩を考えてみませんか？

無料
大野市主催
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